
法 ⇒ 介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）

施行規則 ⇒ 介護保険法施行規則（平成11年3月31日厚生省令第36号）

居宅条例 ⇒ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第111号）

予防条例 ⇒
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第112号）

都規則１４１ ⇒ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第141号）

都規則１４２ ⇒
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第142号）

施行要領 ⇒
東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領
（平成25年3月29日24福保高介第1882号）

平１２厚告１９ ⇒ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10日厚生省告示第19号）

平１２厚告２７ ⇒
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法（平成12年2月10日
厚生省告示第27号）

平１２老企３９ ⇒ 指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて（平成12年3月1日老企第39号）

平１２老企４０ ⇒
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分）及び指
定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月8日老企40号）

平１２老企５２ ⇒ 特定施設入居者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について(平成12年3月30日老企第52号)

平１２老企５４ ⇒ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年3月30日老企第54号）

平１３老振発１８ ⇒ 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3月28日老振発第18号）

平１３老発１５５ ⇒ 「身体拘束ゼロ作戦」の推進について（平成13年4月6日厚生労働省老人保健局長通知老発第155号）

平１８厚労令３５ ⇒
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号）

平１８厚労告１２７ ⇒ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省告示第127号）

平２７厚労告９４ ⇒ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年3月23日厚生労働省告示第94号）

平２７厚労告９５ ⇒ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年3月23日厚生労働省告示第95号）

平２７厚労告９６ ⇒ 厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年3月23日厚生労働省告示第96号）

指導検査基準（指定介護予防特定施設入居者生活介護事業）
｛令和6年4月1日適用｝

（注）本文中の表記については、以下のとおり略しています。



特定施設(介護予防)－1 

指導検査基準（指定介護予防特定施設入居者生活介護事業） 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

第１ 一般原則及び基本

方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一般原則 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に努めているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、地域と

の結び付きを重視した運営を行い、特別区及び市町村（以

下「区市町村」という。）、他の介護予防サービス事業者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を

行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措

置を講じているか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護を提供するに当たっては、

法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他

必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めている

か。 

 

２ 基本方針 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は、介護予

防特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等

の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練及び療養上の

世話を行うことにより、利用者が指定介護予防特定施設に

おいて、自立した日常生活を営むことができるよう、利用

者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能

の維持又は向上を目指すものとなっているか。 

 

・予防条例第3条第1項 

 

 

・予防条例第3条第2項 

 

 

 

 

・予防条例第3条第3項 

 

 

 

・予防条例第3条第4項 

 

 

 

 

 

 

・法第115条の3第1項 

・予防条例第202条第1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区市町村、他のサービス事業者との

連携の記録 

 

 

 

・虐待の防止に係る対策を検討するた

めの委員会の記録 

・研修の実施記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

・概況説明 

・定款、寄附行為等 

・運営規程 

・介護予防特定施設入居者生活介護利

用契約書 

・重要事項説明書 

・パンフレット等 



特定施設(介護予防)－2 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

第２ 人員に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、安定的

かつ継続的な事業運営に努めているか。 

 

 

○ 指定介護予防特定施設入居者生活介護のみ 

１ 従業者の員数 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が各指定介

護予防特定施設において置かなければならない介護予防特

定施設従業者の員数は、次のとおりとなっているか。 

(1) 生活相談員 

① 常勤換算方法で、利用者の数が 100 又はその端数を増

すごとに１以上であるか。 

② 生活相談員のうち１人以上は、常勤であるか。 

(2) 看護職員又は介護職員 

① 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、

利用者の数が 10 又はその端数を増すごとに１以上であ

るか（※）。 

 

(※) 都規則 142 第 53 条第 10 項第１号から第４号に規定す

る要件のいずれにも適合する場合は、「１」とあるのは、

「0・9」とする。 

 

（都規則 142 第 53 条第 10 項第１号から第４号） 

１ 条例第 217 条において準用する条例第 140 条の２に規

定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び 

当該事項の実施を定期的に確認していること。 

  イ 利用者の安全及びケアの質の確保  

・予防条例第202条第2項 

 

 

 

 

 

・法第115条の4第1項 

・予防条例第203条第1項 

・都規則142第53条第1項 

 

・都規則142第53条第1項第1

号 

・都規則142第53条第4項 

 

・都規則142第53条第1項第2

号イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就業規則、雇用契約書、辞令等 

・職員勤務表 

・常勤、非常勤職員の員数のわかる職

員名簿 

・要支援、要介護度別利用者がわかる

書類 

・運営規程 

・重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－3 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況

への配慮  

ハ 緊急時の体制整備  

ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する

機器（次号において「介護機器」という。）の定期

的な点検  

ホ 介護予防特定施設従業者に対する研修 

２ 介護機器を複数種類活用していること。 

  ３ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の

適切な役割分担を行っていること。 

  ４ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

 

② 看護職員の数は、利用者の数が 30 を超えない指定介護

予防特定施設にあっては、常勤換算方法で、１以上とな

っているか。 

また、利用者の数が 30を超える指定介護予防特定施設

にあっては、常勤換算方法で、１に利用者の数が 30 を超

えて 50 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以

上となっているか。 

③ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に当たる介護職員が確保されているか。（ただし、

宿直時間帯にあっては、この限りでない。） 

介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体

系を適切に定め、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供

できる体制を整えているか。 

④ ｢宿直時間帯｣は、それぞれの事業所ごとに利用者の状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第53条第1項第2

号ロ 

 

 

 

 

 

・都規則142第53条第1項第2

号ハ 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(1)①) 

 

・施行要領第4の1(施行要領

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－4 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

況等に応じて設定しているか。 

⑤ 看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員

及び介護職員のうちいずれか１人が常勤の者となってい

るか。 

(3) 機能訓練指導員 

① １以上となっているか。 

② 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者である

か。 

ただし、当該特定施設における他の職務に従事するこ

とができる。 

この「訓練を行う能力を有する者」は、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師の資格を有する者であるか。 
(4) 計画作成担当者 

① １以上（利用者の数が 100 又はその端数を増すごとに

１を標準とする。）となっているか。 

② 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援

専門員であって、介護予防特定施設サービス計画の作成

を担当させるのに適当と認められるものとなっている

か。 

ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定

施設における他の職種に従事することができる。 

 

○ 指定特定施設入居者生活介護との併設 

１ 従業者の員数 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定

施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指

第3の10の1(1)③) 

・都規則142第53条第5項 

 

 

 

 

・都規則142第53条第1項第3

号 

・都規則142第53条第6項 

 

・都規則142第53条第7項 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(3)) 

 

 

・都規則142第53条第1項第4

号 

・都規則142第53条第8項 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法第115条の4第1項 

・予防条例第203条第1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・免許証等（写） 

 

 

 

 

 

・資格証明書等（写） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就業規則、雇用契約書、辞令等 

・職員勤務表 



特定施設(介護予防)－5 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業及び指定特定施

設入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運

営されている場合に置かなければならない介護予防特定施

設従業者の員数は、次のとおりとなっているか。 

(1) 生活相談員 

① 常勤換算方法で、利用者が 100 又はその端数を増すご

とに１以上であるか。 

② 生活相談員のうち１人以上は、常勤であるか。 

(2) 看護職員又は介護職員 

① 指定特定施設生活介護と指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業を同一施設において一体的に運営してい

る場合、看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方

法で、要介護者の利用者の数に、要支援の利用者１人を

要介護者 0.3 人と換算して合計した利用者数をもとに、

３又はその端数を増すごとに１以上となっているか

（※）。 

 

(※) 都規則142第 53条第10項第１号から第４号に規定す

る要件のいずれにも適合する場合は、「１」とあるの

は、「0・9」とする。 

（都規則 142 第 53 条第 10 項第１号から第４号） 

１ 条例第 217 条において準用する条例第 140 条の２に規

定する委員会において、利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に

関する次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び 

当該事項の実施を定期的に確認していること。 

     イ 利用者の安全及びケアの質の確保  

ロ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況

への配慮  

・都規則142第53条第2項 

 

 

 

 

・都規則142第53条第2項第1

号 

・都規則142第53条第4項 

 

・都規則142第53条第2項第2

号イ 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(1)②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常勤、非常勤職員の員数のわかる職

員名簿 

・要支援、要介護度別利用者がわかる

書類 

・運営規程 

・重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－6 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハ 緊急時の体制整備  

ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する

機器（次号において「介護機器」という。）の定期

的な点検  

ホ 介護予防特定施設従業者に対する研修 

２ 介護機器を複数種類活用していること。 

３ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適

切な役割分担を行っていること。 

４ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保

及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

 

② 看護職員の数は、利用者の数が 30 を超えない指定介護

予防特定施設にあっては、常勤換算方法で１以上となっ

ているか。 

また、利用者の数が 30を超える指定介護予防特定施設

にあっては、常勤換算方法で、１に利用者の数が 30 を超

えて 50 又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以

上となっているか。 

③ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及

び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員

が確保されているか。（ただし、指定介護予防特定施設

入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯につい

ては、この限りでない。） 

介護サービスの提供内容に応じて介護職員の勤務体系

を適切に定め、宿直時間帯を含めて適切な介護を提供で

きる体制を整えているか。 

④「宿直時間帯」は、それぞれの事業所ごとに利用者の状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第53条第2項第2

号ロ 

 

 

 

 

 

・都規則142第53条第2項第2

号ハ 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(1)①) 

 

・施行要領第4の1(施行要領
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況等に応じて設定し、その時間帯には宿直勤務を行う介

護職員を確保しているか。 

⑤ 看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定

施設入居者生活介護及び特定施設入居者生活介護の提供

に当たるものとし、看護職員のうち１人以上、及び介護

職員のうち１人以上は、常勤の者となっているか。 

ただし、入居者の状態の改善等により指定介護予防特

定施設入居者生活介護のみを提供する場合(要支援者に

対する介護予防サービスのみが提供される場合)は、介護

職員及び看護職員のうちいずれか１人が常勤であれば差

し支えない。 

⑥ 要介護者等にサービスを提供する看護職員及び介護職

員は、それぞれ他の従業者と明確に区分するための措置

が講じられ、運営規程にその旨が明示されているか。 

(3) 機能訓練指導員 

① １以上となっているか。 

② 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の

減退を防止するための訓練を行う能力を有する者である

か。 

ただし、当該特定施設における他の職務に従事するこ

とができる。 

この「訓練を行う能力を有する者」は、理学療法士、 
作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあ

ん摩マッサージ指圧師の資格を有する者であるか。 
(4) 計画作成担当者 

① １以上（利用者の数が 100 又はその端数を増すごとに

１を標準とする。）となっているか。 

② 計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援

専門員であって、特定施設サービス計画及び介護予防特

第3の10の1(1)③) 

 

・都規則142第53条第5項、第

9項 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(1)④) 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(2)) 

 

 

・都規則142第53条第2項第3

号 

・都規則142第53条第6項、第

7項 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の1(3)) 

 

 

・都規則142第53条第2項第4

号 

・都規則142第53条第8項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・免許証等（写） 

 

 

 

 

 

・資格証明書等(写) 
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第３ 設備に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認

められるものとなっているか。 

    ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定

施設における他の職務に従事することができる。 

 

２ 利用者の数 

介護サービスの利用者及び介護予防サービスの利用者の

数並びに総利用者数は、前年度の平均値となっているか。 

ただし、新規に指定を受けた場合は、適正な推定数によ

り算定しているか。 

 

３ 管理者 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定

介護予防特定施設において管理者を置いているか。 

(2) 管理者は、専ら当該指定介護予防特定施設の管理に係る

職務に従事する常勤の者であるか。ただし、指定介護予防

特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防特

定施設の他の職務に従事し、他の事業所、施設等の職務に

従事することは差し支えない。 

 

 

１ 設備 

(1) 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のため

に使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建築物又は準

耐火建築物であるか。 

(2) 知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す

る者の意見を聴いて、火災に係る利用者の安全性が確保さ

れていると認めた木造かつ平屋建ての指定介護予防特定

施設の場合、次のいずれかの要件を満たしているか。 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第53条第3項 

・施行要領第2の2(5) 

 

 

 

 

・予防条例第204条第1項 

 

・予防条例第204条第2項 

 

 

 

 

 

 

 

・法第115条の4第2項 

・予防条例第205条第1項 

 

・予防条例第205条第2項 

・都規則142第54条第1項 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前年度の利用者実績がわかる書類 

 

 

 

 

 

・就業規則、雇用契約書、辞令等 

・職員勤務表 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平面図 

・運営規程 

・建築確認済証、検査済証等 

・重要事項説明書 
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① スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難

燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがあ

る箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び

延焼の抑制に配慮した構造であること。 

② 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通

報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なも

のであること。 

③ 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を

有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造

であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人

員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可

能なものであること。 

(3) 指定介護予防特定施設は、一時介護室、浴室、便所、食

堂及び機能訓練室を有しているか。 

ただし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための

部屋が確保できる場合にあっては一時介護室を、他に機能

訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合は機

能訓練室を設けないことができる。 

① 介護居室 

介護居室は、次の基準を満たしているか。 

イ 居室の定員は、１人であるか。（利用者の処遇上必

要と認められる場合は、２人とすることができる。た

だし、事業者の都合により一方的に２人部屋とするこ

とはできない。なお、平成18年4月1日に現に定員４人

以下の介護居室については、個室とする規定を適用し

ない。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な

広さであるか。 

ハ 地階に設けていないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第205条第3項 

 

 

 

 

 

・予防条例第205条第4項 

・都規則142第54条第2項第1

号 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の2(2)) 
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ニ １以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下又は

広間に直接面して設けているか。 

② 一時介護室 

介護を行うために適当な広さを有しているか。 

③ 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとなって

いるか。 

④ 便所 

居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えている

か。 

⑤ 食堂 

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。 

⑥ 機能訓練室 

機能を十分に発揮し得る適当な広さを有しているか。 

①、②、⑤及び⑥でいう「適当な広さ」の具体的な広さに

ついては、利用申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項であり、利用申込者に対する文書を交付しての説

明及び掲示がされているか。 

(経過措置) 

居宅条例附則第 10 項の規定の適用を受けている有料老人

ホームであって、次のいずれにも該当するものとして平成

12 年厚生省告示第 48 号(厚生労働大臣が定める有料老人ホ

ーム)に該当する場合は、浴室及び食堂を設けないことができ

る。 

① 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホ

ーム（以下「養護老人ホーム等」という。）を併設して

おり、入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を

利用することができるものであること。 

② 入所定員が 50 人未満であること。 

 

 

・都規則142第54条第2項第2

号 

・都規則142第54条第2項第3

号 

 

・都規則142第54条第2項第4

号 

 

・都規則142第54条第2項第5

号 

・都規則142第54条第2項第6

号 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の2(3)) 

 

 

・予防条例附則10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明文書 

・掲示板 
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第４ 運営に関する基準 

 

 

 

 

③ 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費

及び運営費の合計額（以下「家賃等」という。）が比較

的低廉であること。 

④ 入所者からの利用料、予防条例第 211 条第３項及び都

規則 142 第 55 条各号で定める費用及び家賃等以外の金

品（一定期間の経過後又は退所時に全額返還することを

条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。）の支払

を受けないこと。 

 

２ 構造 

(1) 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移動

することが可能な空間及び構造を有しているか。段差の解

消、廊下の幅の確保等の配慮がなされているか。 

(2) 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害に

際して必要な設備を設けているか。 

(3) 指定介護予防特定施設の設備の基準については、建築基

準法及び消防法の定めるところによっているか。 

※ 指定介護予防特定施設入居者生活介護と指定特定施設

入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に

運営される場合は、居宅条例第219条第1項から第7項まで

に規定する設備に関する規準を満たすことをもって基準

を満たすものとみなすことができる。 

 

 

１ 内容及び手続の説明及び契約の締結等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらか

じめ、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、

従業者の勤務体制、利用料の額及びその改定の方法その他

の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第205条第5項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の2(4)) 

・予防条例第205条第6項 

 

・予防条例第205条第7項 

 

・予防条例第205条第8項 

 

 

 

 

 

 

 

・法第115条の4第2項 

・予防条例第208条第1項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(4)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運営規程 

・重要事項説明書 

・介護予防特定施設入居者生活介護利

用契約書 
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要事項を記した文書を交付して説明を行い、同意を得ると

ともに、入居及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に関する契約を文書により締結をしているか。 

(2) わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付し

て懇切丁寧に説明を行っているか。 

また、契約書においては、少なくとも、介護サービスの

内容及び利用料その他費用の額、契約解除の条件を記載し

ているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、契約に

おいて、入居者の権利を不当に制限するような契約解除の

条件を定めていないか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な

指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利

用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う場合

は、介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思

の確認等の手続をあらかじめ契約に係る文書に明記してい

るか。 

※ 特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生

活介護の契約については、別の契約書とすることなく、１

つの契約書によることができる。 

 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、正当な

理由なく、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を

拒んでいないか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者

が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該指

定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提

供する介護予防サービスを利用することを妨げていない

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(4)) 

 

 

 

・予防条例第208条第2項 

 

 

・予防条例第208条第3項 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(4)) 

 

 

 

・予防条例第207条第1項 

 

 

・予防条例第207条第2項 

 

 

 

・同意書等 

 

 

 

 

 

 

 

・入居契約書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入居申込受付簿 

・介護予防特定施設入居者生活介護利

用契約書 

・介護サービス記録 
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か。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居者

等が入院治療を要する者であること等により入居者等に対

し自ら必要な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提

供することが困難であると認めた場合は、病院又は診療所

の紹介その他の措置を速やかに講じているか。 
(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定特

定入居者生活介護の提供に当たっては、利用者の心身の状

況、置かれている環境等の把握に努めているか。 

 

３ サービスの提供の記録 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始に際しては当

該開始の日及び入居している指定介護予防特定施設の名

称を、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の終了

に際しては当該終了の日を、利用者の被保険者証に記載し

ているか。(指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供

を受けている者は、居宅療養管理指導以外の居宅サービ

ス、地域密着型サービス及び施設サービスについて保険給

付を受けることはできない。) 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提供し

たサービスの具体的な内容等を記録しているか。 

 

４ 利用料等の受領 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当する指定介護予防特定施設入居者

生活介護を提供した際には、利用者から利用料の一部とし

て、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護

 

・予防条例第207条第3項 

 

 

 

 

・予防条例第207条第4項 

 

 

 

 

・予防条例第209条第1項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(5)) 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第209条第2項 

 

 

 

 

・予防条例第211条第1項 

 

 

 

 

・他機関への紹介の記録 

 

 

 

 

・利用者に関する記録 

 

 

 

 

・介護保険被保険者証 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提供したサービスの具体的な内容等

（介護・看護等）に関する記録 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 

・領収証控 
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予防サービス費用基準額から当該指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費

の額を控除して得た額の支払を受けているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者

生活介護を提供した際に利用者から支払を受ける利用料の

額と指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防

サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよ

うにしているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(1)及

び(2)の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額以外

の支払を利用者から受けていないか。 

① 利用者の選定により提供される介護その他の日常生

活上の便宜に要する費用 

② おむつ代 

③ ①及び②に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設

入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生

活において通常必要となるものに係る費用であって、か

つ、その利用者に負担させることが適当と認められるも

の。 

(4) (3)①の費用の具体的な範囲については、次に掲げるもの

に限られているか。 

 イ 人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料 

看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、「要介護

者等の数（前年度の平均値）」及び「要支援者の数（前

年度の平均値）に0.5を乗じて得た数」の合計数が、2.5

又はその端数を増すごとに１人以上（要介護者等が30人

未満の場合は、居宅条例等に基づき算出された人数に２

人を加えた人数以上）である場合に受領しているか。 

 

 

 

・予防条例第211条第2項 

 

  

 

 

 

・予防条例第211条第3項 

・都規則142第55条 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(6)②)  

 

 

 

 

 

 

 

・平12老企52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運営規程（利用料その他の費用の確

認） 

 

 

 

 

・重要事項説明書 

・請求書控 
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また、この人員配置が手厚い場合の介護サービス利用

料については、看護・介護職員の配置に必要となる費用

から適切に算出された額となっているか。 

ロ 個別的な選択による介護サービス利用料 

利用者の特別な希望により行われる個別的な介護サー

ビスについては、本来特定施設入居者生活介護として包

括的に行うべき介護サービスとは明らかに異なり、個別

性の強いものに限定されているか。 

なお、看護・介護職員が当該サービスを行った場合は、

当該サービスに要した時間を除外して、居宅条例等上の

看護・介護職員の人数の算定（常勤換算）が行われてい

るか。 

(5) (3)③の費用の具体的な範囲については、別に通知され

た「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて」に沿って適切に取り扱われているか。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(3)の

費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得ているか。 

(7) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスの提供

に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をし

た居宅要介護被保険者に対し、施行規則第 65 条で定める

ところにより、領収証を交付しているか。 

(8) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法第

41 条第８項の規定により交付しなければならない領収証

に、指定介護予防特定施設入居者生活介護について居宅要

介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第４

項第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平12老企54 

・平12老企52 

 

・予防条例第211条第4項 

 

 

 

・法第41条第8項 

  

  

   

 

・施行規則第65条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・説明書 

・同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－16 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した費用の額（その額が現に当該指定介護予防特定施設入

居者生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に

指定介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用の額と

する。）に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載

し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用

ごとに区分して記載しているか。 

 
５ 口腔衛生の管理 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の

状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行っているか。 

(2) 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受け

た歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の

管理に係る技術的助言及び指導を年 2 回以上行っている

か。 

(3) (2)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載

した、入所者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成する

とともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直してい

るか。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内

容を特定施設サービス計画の中に記載する場合はその記

載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代え

ることができるものとすること。 

イ 助言を行った歯科医師 

ロ 歯科医師からの助言の要点 

ハ 具体的方策 

ニ 当該施設における実施目標 

ホ 留意事項・特記事項 

(4) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第211条の2 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(9)①) 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(9)②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領
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介護職員に対する口腔清掃等に係る技術的助言及び指導

又は(2)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあた

っては、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以

外の時間帯に行っているか。 

なお、当該施設と計画に関する技術的助言及び指導を行

う歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士にお

いては、実施事項等について文書で取り決めること。 

 

（経過措置） 

５について、義務付けの適用に当たっては、令和 9 年 3 月

31 日までの間は、努力義務とする。 

 

６ 身体的拘束等の禁止 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていないか。 

身体的拘束等を行う際には、「切迫性」「非代替性」 

「一時性」の三つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確

認等の手続きが組織等として極めて慎重に実施され、その

具体的な内容について記録されているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入所者生活介護事業所の管理者

及び従業者は、身体拘束廃止を実現するために正確な事実

認識を持っているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入所者生活介護事業所の管理者

は、管理者及び各職種の従業者で構成する「身体的拘束適

正化検討委員会」などを設置し、事業所全体で身体拘束廃

止に取り組むとともに、改善計画を作成しているか。 

改善計画に盛り込むべき内容 

第3の10の3(9)③) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例附則第5項 

 

 

 

・予防条例第212条第1項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(7) ①) 

・平13老発155(｢身体拘束ゼ

ロ作戦｣の推進について) 

 

 

 

・平13老発155の2 

 

 

・平13老発155の3、5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身体的拘束等適正化検討委員会等に

おける三要件に関する検討・確認の

記録 

・介護予防特定施設サービス計画書 

・経過観察記録 

・介護日誌 

・拘束解除に向けた会議の記録 

・本人又は家族への身体的拘束等に関

する説明書 

・研修等記録 

 

・身体的拘束適正化検討委員会などの

記録 
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① 事業所内の推進体制 

② 介護の提供体制の見直し 

③ 「緊急やむを得ない場合」を判断する体制・手続き 

④ 事業所の設備等の改善 

⑤ 事業所の従業者その他の関係者の意識啓発のため

の取り組み 

⑥ 利用者の家族への十分な説明 

⑦ 身体拘束廃止に向けての数値目標 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的

拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録してい

るか。 

なお、記録に当たっては、「身体拘束ゼロへの手引き」

に例示されている｢身体拘束に関する説明書･経過観察記

録｣などを参考として、適切な記録を作成し、保存している

か。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的

拘束等の適正化を図るための措置を講じているか。 

① 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するため

の委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結

果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ら

なければならない。なお、当該委員会は、テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。 

  ② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備しなけ

ればならない。 

  ③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適

正化のための研修を定期的に実施しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第212条第2項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(7) ①) 

・平13老発155の6 

 

 

 

 

・予防条例第212条第3項 

・都規則142第55条の2 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(7)②③④) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・緊急やむを得ない場合の検討の記録 

・本人又は家族への身体的拘束等に関

する説明書 

・緊急やむを得ない身体拘束に関する

経過観察・再検討記録 

 

 

 

・身体的拘束等適正化検討委員会など

の記録 

・職員等に周知したことが確認できる

記録 

 

 

 

・身体的拘束等適正化のための指針 

 

・研修実施記録 
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７ 運営規程 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定

介護予防特定施設において、次に掲げる事業の運営につい

ての重要事項に関する運営規程を定めているか。 

① 事業の目的及び運営の方針 

② 介護予防特定施設従業者の職種、員数及び職務内容 

③ 入居定員及び居室数 

④ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用

料その他の費用の額 

⑤ 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及

び手続 

⑥ 施設の利用に当たっての留意事項 

⑦ 緊急時等における対応方法 

⑧ 非常災害対策 

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項 

⑩ その他運営に関する重要事項 

なお、⑩の「その他運営に関する重要事項」とは、看護

職員又は介護職員を、それぞれ他の従業者と明確に区分す

るための措置を指す。 
また、この重要事項として、利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合に身

体的拘束等を行う際の手続きについて定めておくことが

望ましい。 

 

８ 勤務体制の確保等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対し、適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護その

他のサービスを提供することができるよう従業者の勤務体

制を定めているか。 

 

・予防条例第206条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(第3の10の

3(2)②) 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第213条第1項 

 

 

 

 

・運営規程 

・指定申請及び変更届(写) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就業規則 

・運営規程 

・雇用契約書 
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(2) 介護予防特定施設従事者の日々の勤務時間、常勤･非常勤

の別、管理者との兼務関係等を勤務表上明確にしているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指

定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特定施

設入居者生活介護を提供しているか。 

ただし、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる

場合は、この限りでない。 

なお、指定介護予防特定施設入所者生活介護に係る業務

の全部又は一部を他の事業者（以下「受託者」という。）

に行わせる場合は、委託契約において次に掲げる事項を文

書により取り決めているか。 

この場合において、指定介護予防特定施設入居者生活介

護事業者（以下「委託者」という。）は受託者に委託した

業務の全部又は一部を再委託させていないか。 

なお、給食、警備等の介護予防特定施設入所者生活介護

に含まれない業務については、この限りでない。 

① 当該委託の範囲 

② 当該委託に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

③ 受託者の従業者により当該委託業務が運営基準に従っ

て適切に行われていることを委託者が定期的に確認する

旨 

④ 委託者が当該委託業務に関し受託者に対し指示を行い

得る旨 

⑤ 委託者が当該委託業務に関し改善の必要を認め、所要

の措置を講じるよう④の指示を行った場合において、当

該措置が講じられたことを委託者が確認する旨 

⑥ 受託者が実施した当該委託業務により入所者に賠償す

べき事故が発生した場合における責任の所在 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)①) 

・予防条例第213条第2項 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員勤務表 

 

・タイムカード等 

 

 

 

 

 

・業務委託契約書 
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⑦ その他当該委託業務の適切な実施を確保するために必

要な事項 

(4) 指定介護予防特定施設生活介護事業者が行う(3)の④の

指示は、文書により行っているか。 

(5) 指定介護予防特定施設入所者生活介護事業者は、予防条

例第 216 条第２項の規定により、(3)の③及び⑤の確認の結

果の記録を作成し、２年間保存しているか。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一

部を委託により他の事業者に行わせる場合は、当該事業者

の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を

記録しているか。 

(7) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予

防特定施設従業者の資質向上のための研修の機会を確保

しているか。その際、研修機関が実施する研修や当該事業

所内の研修への参加の機会を計画的に確保しているか。 

(8) (7)の場合において、指定特定施設入居者生活介護事業者

は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認

知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症

の人の尊厳の保障を実現していく観点から、全ての特定施

設従業者（看護職員、介護福祉士又は介護支援専門員の資

格を有する者、法第 8 条第 2 項に規定する政令で定める者

その他これらに類する者を除く。）に対し、認知症介護に

係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じて

いるか。 

  当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュ

ラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技

術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第

３項において規定されている看護師、准看護師、介護福祉

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)④) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)③、⑤) 

 

・予防条例第213条第3項 

 

 

 

 

・予防条例第213条第4項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)⑥参照（第3

の2の3(3)③）) 

・予防条例第213条第4項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)⑥参照（第3

の2の3(3)③）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・指示文書等 

 

 

 

 

・確認結果記録等 

 

 

 

 

・研修受講修了証明書 

・研修計画書 
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士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者

研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員

基礎研修課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程

修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養

士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等と

する。 

(9) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な

指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を確保する観

点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は

性的な言動により特定施設従業者の就業環境が害されるこ

とを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じて

いるか。 

  なお、次のとおりの事業主が講ずべき措置の具体的内容

及び事業主が講じることが望ましい取組を行っているか。 

 ① 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

   事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職  

場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理

上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省

告示第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を

背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上構ず

べき措置等についての指針（令和2年厚生労働省告示第5

号。以下「パワーハラスメント指針」という。）におい

て規定されているとおりであるが、特に留意されたい内

容は以下のとおりである。 

    イ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

    職場におけるハラスメントの内容及び職場における

ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第213条第5項 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(11)⑦参照（第3

の1の3(6)④）) 
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し、従業者に周知・啓発すること。 

  ロ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対

応するために必要な体制の整備 

    相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等に

より、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、

労働者に周知すること。 

 ② 事業主が講じることが望ましい取組について 

   パワーハラスメント指針においては、顧客等からの著

しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のため

に、事業主が雇用管理上の配慮として行うことが望まし

い取組の例として、以下のアからウまでが規定されてい

る。 

  イ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整

備 

  ロ 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調

への相談対応、行為者に対して１人で対応させない等） 

  ハ 被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実

施等、業種・業態等の状況に応じた取組） 

   介護現場では特に、利用者又はその家族等からのカス

タマーハラスメントの防止が求められていることから、

①（事業者が講ずべき措置の具体的内容）の必要な措置

を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメン

ト対策マニュアル」、「（管理職・職員向け）研修のた

めの手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましい。

この際、上記マニュアルや手引きについては、厚生労働

省ホームページに掲載されているので参考にすること。 

 

９ 協力医療機関等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第214条第1項 
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の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関

（当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者との間

で、利用者が医療を必要とした際の連携協力が合意されて

いる医療機関をいう。）を定めているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(1)に

基づき協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を

満たす協力医療機関を定めるよう努めているか。 

 ① 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看

護職員が相談対応を行う体制を、常時確保しているこ

と。 

② 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療

の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確

保していること。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、１年

に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変

した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を、知事に届け出ているか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10 年法律第 114 号）第 6 条第 17 項に規定する第二種協定

指定医療機関との間で、新興感染症（同条第 7 項に規定す

る新型インフルエンザ等感染症、同条第 8 項に規定する指

定感染症又は同条第 9 項に規定する新感染症をいう。）の

発生時等の対応を取り決めるよう努めているか。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医

療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、

当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応について協議を行っているか。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

 

 

 

 

・予防条例第232条第2項 

・都規則141第59条の3 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第232条第3項 

 

 

 

・予防条例第232条第4項 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第232条第5項 

 

 

 

・予防条例第232条第6項 

 

 

・協力医療機関等協定書等 
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が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該利

用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定特定施設に速やかに入居させることがで

きるよう努めているか。 

(7) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あらか

じめ、協力歯科医療機関（当該指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者との間で、利用者が歯科治療を必要とし

た際の連携協力が合意されている歯科医療機関をいう。）

を定めておくよう努めているか。 

(8) (1)及び(2)の協力医療機関及び協力歯科医療機関は、特

定施設から近距離であるよう努めているか。 

(9) 指定介護予防特定施設入所者生活介護事業者は、利用者

の入院や休日夜間等における対応について円滑な協力を

得るため、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を

取り決めているか。 

 

10 地域との連携等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護の事業の運営に当たって

は、地域住民との連携、協力等により地域との交流を図っ

ているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、区市町

村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めて

いるか。 

 

11 記録の整備 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業

者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

 

 

 

 

・予防条例第232条第7項 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(14)) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(14)①) 

 

 

 

 

・予防条例第215条第1項 

 

 

 

・予防条例第215条第2項 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(16)②) 

 

 

・予防条例第216条第1項 

 

・予防条例第216条第2項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 

・利用者に関する記録 

・身体的拘束等に関する記録 

・指示文書等 

 

 

 

 

 

・確認結果記録等 
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に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の退去の日か

ら２年間保存しているか。 

① 介護予防特定施設サービス計画 

② 予防条例第209条第２項に規定する提供したサービス

の具体的な内容等の記録 

③ 予防条例第212条第２項に規定する身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに理由の

記録 

④ 予防条例第213条第３項に規定する結果等の記録 

⑤ 予防条例第53条の３規定を準用する区市町村への通知

に係る記録 

⑥ 予防条例第54条の７条第２項の規定を準用する苦情の

内容等の記録 

⑦ 予防条例第54条の９条第１項の規定を準用する事故の

状況及び処置についての記録 

 

12 受給資格等の確認 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始に際し、利用

者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援

認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、被保険

者証に認定審査会意見が記載されているときは、当該認定

審査会意見に配慮して、指定介護予防特定施設入居者生活

介護を提供するよう努めているか。 

 

13 要支援認定等の申請に係る援助 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、要支援

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第52

条の6第1項) 

 

 

・法第115条の3第2項 

・予防条例第217条準用(第52

条の6第2項) 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・入居者に関する記録 

・介護予防特定施設サービス計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者に関する記録 
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認定の申請をしていないことにより要支援認定を受けて

いない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏

まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

っているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予

防支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対

して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該

利用者の受けている要支援認定の更新の申請が、遅くとも

当該要支援認定の有効期間の満了日の30日前までに行われ

るよう必要な援助を行っているか。 

 

14 保険給付の請求のための証明書の交付 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入居者

生活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定介

護予防特定施設入居者生活介護の内容、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用

者に交付しているか。 

 

15 利用者に関する区市町村への通知 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

が正当な理由なく、指定介護予防特定施設入居者生活介護

の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の

程度を増進させ、若しくは要介護状態になったと認められ

る場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受

け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付

してその旨を区市町村に通知しているか。 

 

 

条の7第1項) 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第52

条の7第2項) 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第53

条の2) 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第53

条の3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・サービス提供証明書(控) 

(介護給付費明細書代用可) 

 

 

 

 

 

 

・区市町村への通知の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・掲示場所及び内容 
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16 掲示 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設の見やすい場所に、運営規程の概要、介護

予防特定施設従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情

処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実

施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名

称、評価結果の開示状況）等のその他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示している

か。 

 イ 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介

護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して

見やすい場所のことであること。 

 ロ 介護予防特定施設従業者の勤務の体制については、職

種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示すること。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(1)の規

定による掲示を行わない場合、それに代えて、(1)に規定す

る重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申

込者、利用者又はその家族等が自由閲覧可能な形で当該指

定介護予防特定施設入居者生活介護事業所内に備え付けて

いるか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、原則と

して、重要事項をウェブサイトに掲載しているか。 

 

 

 

（経過措置） 

 16(3)について、義務付けの適用に当たっては、令和7年3

月31日までの間は、努力義務とする。 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の3第1項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の1

の3(24)①）) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の3第2項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の1

の3(24)②）) 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の3第3項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の1

の3(24)①）) 

 

・予防条例附則第2項 

 

 

 

 

 

 

 

・備付場所及び内容 

 

 

 

 

 

・ウェブサイトの掲載内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就業時の取り決め等の記録 
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17 秘密保持等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の従業者

は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしていないか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、従業者

であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じているか。 

 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、サービ

ス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合

にあっては利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用

いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書に

より得ているか。 

 

18 広告 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設について広告をする場合は、その内容が虚

偽又は誇大なものでないようにしているか。 

 

19 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予

防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に特定の事業

者によるサービスを利用させることの対償として、金品そ

の他の財産上の利益を供与していないか。 

 

20 苦情処理 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

及びその家族からの指定介護予防特定施設入居者生活介

 

・予防条例第217条準用(第54

条の4第1項) 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の4第2項)  

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の1

の3(25)②）) 

・予防条例第217条準用(第54

条の4第3項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の1

の3(25)③）) 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の5) 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の6) 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の7第1項) 

・利用者等との同意書 

・実際に使用された文書等 

 (会議資料等) 

 

 

 

 

・パンフレット等 

・ポスター等 

・ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・苦情対応マニュアル等 

・重要事項説明書等 

・掲示物 

 

 

 

 

 

 

 

・苦情に関する記録 
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護に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の

設置その他の必要な措置を講じているか。 

具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該

事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要

について明らかにし、利用申込者又はその家族にサービス

内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要について

も併せて記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェ

ブサイトに掲載しているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(1)の

苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録してい

るか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、苦情が

サービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの

認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に

向けた取組を自ら行っているか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、提供し

た指定介護予防特定施設入居者生活介護に関し、法第 23

条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は当該区市町村の職員が行う質問若

しくは照会に応じているか。 

また、利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 

さらに、これらの場合において、当該区市町村からの求

めがあったときは、当該改善の内容を報告しているか。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、提供し

た指定介護予防特定施設入居者生活介護に関する利用者

からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第

176 条第１項第３号の規定による調査に協力するととも

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照(第3の1

の3(28)①)) 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の7第2項) 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照 (第3の

1の3(28)②)) 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の7第3項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の7第4項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・照会への対応記録 

 

 

 

 

・指導等に関する記録 

 

 

・区市町村への報告記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故対応マニュアル等 
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に、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又

は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行っているか。 

また、この場合において、当該国民健康保険団体連合会

からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告してい

るか。 

 

21 事故発生時の対応 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

より事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用

者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡

を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録

その他必要な措置を講じているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償

を行っているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、事故が

生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策

を講じているか。 

 

22 会計の区分 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、各指定

介護予防特定施設入居者生活介護事業所において経理を

区分するとともに、指定介護予防特定施設入居者生活介護

の事業の会計とその他の事業の会計を区分しているか。 

(2) 具体的な会計処理の方法については、別に通知された

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の9第1項) 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の9第2項) 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照(第3の1

の3(30)③)) 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の10) 

 

 

・平13老振発18 

 

・事故に関する記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・会計関係書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

・看護記録 

・業務日誌等 
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を参考として適切に行われているか。 

 

23 緊急時等の対応 

(1) 指定介護予防特定施設従業者は、現に指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主

治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防特定施設入居

者生活介護事業者が定めた協力医療機関（当該指定介護予

防特定施設従業者との間で、利用者が医療を必要とした際

の連携協力が合意されている医療機関をいう。）への連絡

を行う等の必要な措置を講じているか。 

(2) 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機

関との間であらかじめ必要な事項を取り決めているか。 

 

24 管理者の責務 

(1) 管理者は、当該指定介護予防特定施設従業者の管理及び

指定介護予防特定施設入居者生活介護の利用の申込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行っているか。 

(2) 管理者は、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業所の従業者に、予防条例の「第 11 章第４節運営に関す

る基準」及び「第 11 章第５節介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準」の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行っているか。 

 

25 非常災害対策 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、非常災

害に関する具体的な計画を策定し、また、非常災害時の関

係機関への通報及び連携の体制を整備し、定期的に、これ

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条) 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の2

の3(6)②）) 

 

・予防条例第217条準用(第51

条第1項) 

 

 

・予防条例第217条準用(第51

条第2項) 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第

121条の2第1項) 

・施行要領第4の1(施行要領

 

 

・協力医療機関協定書等 

 

 

 

・業務日誌等 

・組織図、組織規程 

・運営規程 

・職務分担表 

 

 

 

 

 

 

 

・消防計画 

・避難訓練記録等 

・防火管理者手帳等 
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らを従業者に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その

他必要な訓練を行っているか。 

関係機関への通報及び連携体制の整備として、火災等の

災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとる

よう従業員に周知徹底するとともに、日頃から消防団や地

域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力

してもらえるような体制作りを行っているか。 

なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施

行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号）第3条に規定する

消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震

等の災害に対処するための計画をいう。 

この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の

実施は、消防法（昭和23年7月24日法律第186号）第8条の規

定により防火管理者を置くこととされている指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業所にあってはその者に行わせ

ているか。 

また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所においても、

防火管理について責任者を定め、その者に消防計画に準ず

る計画の樹立等の業務を行わせているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、(1)に規

定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られる

よう地域住民等との連携に努めているか。 

  日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、

訓練の実施に協力を得られる体制づくりに努めているか。 

  訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具

体的な指示を仰ぐなど、より実効性のあるものとしている

か。 

 

第3の10の3(19)参照（第3の6

の3(7)①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第

121条の2第2項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(19)参照（第3の6

の3(7)②))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消防計画に準ずる計画 
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26 衛生管理等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水に

ついて、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措

置を講じているか。 

① 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、食中

毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、

必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常

に密接な連携を保っているか。 

② インフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、

レジオネラ症対策等について、適切な措置を講じている

か。 

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めている

か。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護事業所において感染症が

発生し、又はまん延しないように、次に掲げるとおりの措

置を講じているか。 

① 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討する

ための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね6月

に1回以上開催しているか。また、その結果について、介

護予防特定施設従業者に十分に周知しているか。具体的

には以下の取扱いとすること。 

 イ 当該事業所における感染対策委員会であり、感染対

策の知識を有するものを含む、幅広い職種により構成

するよう努めているか。 

 ロ 特に、感染症対策の知識を有する者については外部

の者も含め積極的に参画を得るよう努めているか。 

 ハ 構成メンバーの責任及び役割分担を明確にしている

 

・予防条例第217条準用(第

139条の2第1項) 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(13)①参照(第3

の6の3(6)①)) 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第

139条の2第2項) 

・都規則142第56条準用（第

32条の2） 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(13)②イ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受水槽清掃記録 

・飲用水の衛生チェック記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・定期消毒の記録 

・衛生管理マニュアル 

・感染症予防マニュアル 

・食中毒防止等の記録 
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か。また、感染対策担当者を決めているか。 

 ニ 感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況

に応じ、おおむね6月に1回以上、定期的に開催してい

るか。また。感染症が流行する時期等を勘案して必要

に応じ随時開催しているか。 

② 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備し

ているか。具体的には以下の取扱いとすること。 

 イ 当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防

止のための指針」には、平常時の対策及び発生時の対

応を規定しているか。 

 ロ 平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境

の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的

な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把

握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村にお

ける事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への

報告等が想定されるが、発生時における事業所内の連

絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記

しているか。 
 ハ それぞれの項目の記載内容の例については、「介護

現場における感染対策の手引き」を参照しているか。 

③ 介護予防特定施設従業者に対し、感染症の予防及びま

ん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施してい

るか。具体的には以下の取扱いとすること。 

 イ 介護予防特定施設従業者に対する「感染症の予防及

びまん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、

当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や

衛生的なケアの励行を行うものとなっているか。 

 ロ 職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(13)②ロ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(13)②ハ) 
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事業所が定期的な教育（年２回以上）を開催している

か。また、新規採用時には感染対策研修を実施してい

るか。研修の実施内容について記録しているか。 

 ハ 研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職

員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用

するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当

該事業所の実態に応じ行っているか。 

 ニ 平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、

発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を

定期的（年２回以上）に行っているか。 

 ホ 訓練においては、感染症発生時において迅速に行動

できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容

に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策を

した上でのケアの演習などを実施しているか。 

 へ 訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わない

ものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み合

わせながら実施しているか。 

④ ①の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

しているか。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している

場合、これと一体的に設置・運営することとして 差し支

えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、

他のサービス事業者との連携等により行うことも差し 

支えない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(13)②イ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－37 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 業務継続計画の策定等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供を継続的に行い、及び非

常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じているか。 

(2) (1)の業務継続計画には、以下の項目等を記載している

か。その際、各項目の記載内容については、「介護施設・

事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継

続ガイドライン」及び「介護施設・事業所における自然災

害発生時の業務継続ガイドライン」を参照しているか。ま

た、想定される災害等は地域によって異なるものであるこ

とから、項目については実態に応じて設定しているか。 

  なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定す

ることを妨げるものではない。さらに、感染症に係る業務

継続計画、感染症の予防及びまん延の防止のための指針、

災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計

画については、それぞれに対応する項目を適切に設定して

いる場合には、一体的に策定することとして差し支えない。 

 ① 感染症に係る業務継続計画 

  イ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向

けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

  ロ 初動対応 

  ハ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接

触者への対応、関係者との情報共有等） 

 ② 災害に係る業務継続計画 

  イ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道

等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備

 

・予防条例第217条準用(第52

条の2の2第1項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(12)①) 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(12)②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務継続計画 
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蓄等） 

  ロ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

  ハ 他施設及び地域との連携 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護予

防特定施設従業者に対し、業務継続計画について周知して

いるか。また、必要な研修及び訓練を定期的に実施してい

るか。 

  研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従業者が参加

できるようにするよう努めているか。 

(4) (3)の研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計

画の具体的内容を職員間に共有するとともに、平常時の対

応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うも

のとなっているか。また、職員教育を組織的に浸透させて

いくために、定期的（年２回以上）な教育を開催するとと

もに、新規採用時には別に研修を実施するよう努めている

か。また、研修の実施内容についても記録しているか。 

なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感

染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実

施することも差し支えない。  

(5) (3)の訓練（シミュレーション）においては、感染症や

災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務

継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や

災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年

２回以上）に実施しているか。また、訓練の実施は、机上

を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実

施するものを適切に組み合わせながら実施しているか。 

なお、感染症の業務継続計画に係る訓練については、感

染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体的に実

施することも差し支えない。また、災害の業務継続計画に

 

 

 

・予防条例第217条準用(第52

条の2の2第2項) 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3（12）①③) 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3（12）③) 

 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3（12）④) 
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係る訓練については、 非常災害対策に係る訓練と一体的

に実施することも差し支えない。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、定期的

に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行っているか。 

 

28 虐待の防止 

  指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、虐待の

発生及び再発を防止するため、次に掲げるとおりの措置を

講じているか。 

 

(1) 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（以下「虐

待防止検討委員会」という。）を定期的に開催しているか。

また、その結果について、介護予防特定施設従業者に十分

に周知しているか。 

① 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生

した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討

しているか。 

② 管理者を含む幅白い職種で構成しているか。 

③ 構成メンバーの責務及び役割分担を明確にしている

か。 

④ 虐待防止の専門家を委員として積極的に活用するよう

努めているか。 

⑤ 虐待等の事案について、一概に情報を従業者に共有せ

ず、個別の状況に応じて慎重に対応しているか。 

⑥ 次の事項について検討しているか。また、そこで得た

結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発

防止策等）を従業者に周知徹底しているか。 

 イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する

 

 

・予防条例第217条準用(第52

条の2の2第3項) 

 

 

 

・予防条例第217条準用(第54

条の9の2) 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第1項） 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第1項第1号） 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(17)①) 
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こと 

 ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

 ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

 ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整

備に関すること 

 ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への

通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関するこ

と 

 ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から

得られる再発の確実な防止策に関すること 

 ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につい

ての評価に関すること 

(2) 虐待の防止のための指針を整備しているか。 

 ① 「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を

盛り込んでいるか。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する

事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事

項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

(3) 介護予防特定施設従業者に対し、虐待の防止のための研

修を定期的に実施しているか。 

① 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容として

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第1項第2号） 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(17)②) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第1項第3号） 

・施行要領第4の1(施行要領
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は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を

普及・啓発するものであるか。また、当該指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業所における指針に基づき、

虐待の防止の徹底を行うものであるか。 

② 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研

修（年２回以上）を実施しているか。また、新規採用時

には必ず虐待の防止のための研修を実施しているか。 

③ 研修の実施内容について記録しているか。 

(4) (1)から(3)までに掲げる措置を適切に実施するための担

当者を置いているか。 

① 専任の担当者を置いているか。 

② 当該担当者として、虐待防止検討委員会の責任者と同

一の従業者が務めるよう努めているか。 

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事

業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者と

しての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日

常的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用

者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当

者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる

者を選任すること。  

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看

護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望まし

い。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置

を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再

発を防止するための措置を適切に実施するための担当者 

(5) (1)の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システ

第3の10の3(17)③) 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第1項第4号） 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(17)④) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都規則142第56条準用（第9

条の3第2項） 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の10の3(17)①) 
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ムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守しているか。 

なお、虐待防止検討委員会は、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置

している場合、これと一体的に設置・運営することとして

差し支えない。また、施設に実施が求められるものである

が、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し

支えない。 

 

29 電磁的記録等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者及び指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる者は、作

成、保存その他これらに類するもののうち、予防条例にお

いて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが

できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（予防条例第52条の6第1項（第217条におい

て準用する場合を含む。）、同条例第209条第1項及び同条

例第266条第2項に規定するものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うことができ

る。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者及び指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる者は、交

付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、予防条例において書面で

行うことが規定されている又は想定されるものについて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第266条第1項 

・施行要領第5の1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第266条第2項 

・施行要領第5の2 
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は、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電

磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

て認識することができない方法をいう。）によることがで

きる。 

 

30 その他 

(1) 外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保の

ため、必要な取組を図るとともに、関係機関や地域住民等

多様な関係者との協力・連携体制を構築しておくよう努め

ているか。 

(2) 市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内

等又は土砂災害警戒区域内の要配慮利用施設の所有者又

は管理者は、避難確保計画を作成し、市町村長に報告して

いるか（要配慮者利用施設のみ）。また、当該計画で定め

るところにより、避難訓練を実施しているか。 

 

(3) 業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を図るため、利用者の安全並び

に介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催している

か。 

 

・本規定は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点

から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所

の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全

性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り

組む環境を整備するために規定したものである。 

・本委員会は、生産性向上の取組を促進する観点から、管

 

 

 

 

 

 

・平成28年9月15日付老高発

0915第1号 

 

 

・水防法第15条の3第1項、第

2項 

・土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進

に関する法律第8条の2第1

項、第2項 

・予防条例第217条準用(第

147条の2) 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の1(施行要領

第3の8の3(16)） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・避難確保計画 

・避難訓練記録 
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理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種により構成す

ることが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メ

ンバーを検討すること。なお、生産性向上の取組に関する

外部の専門家を活用することも差し支えないものである

こと。 

・また、本委員会は、定期的に開催することが必要である

が、開催する頻度については、本委員会の開催が形骸化す

ることがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏ま

え、適切な開催頻度を決めることが望ましい。 

・あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚生労働省老

健局高齢者支援課「介護サービス事業における生産性向上

に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望

ましい。また、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとし、この際、個人情報保護委員会・

厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報

システムの 安全管理に関するガイドライン」等を遵守す

ること。  

・なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会は、他に事

業運営に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）

を開催している場合、これと一体的に設置・運営すること

として差し支えない。本委員会は事業所毎に実施が求めら

れるものであるが、他のサービス事業者との連携等により

行うことも差し支えない。また、委員会の名称について、

法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担 軽減に資する方策を検討するための委員 

会」と規定されたところであるが、他方、従来から生産性

向上の取組を進めている事業所においては、法令とは異な

る名称の生産性向上の取組を進めるための委員会を設置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－45 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 介護予防のための 

効果的な支援の方法

に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し、開催している場合もあるところ、利用者の安全並びに

介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方

策が適切に検討される限りにおいては、法令とは異なる委

員会の名称を用いても差し支えない。 

 

（経過措置） 

30(3)について、義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31

日までの間は、努力義務とする。 

 

１ 基本取扱方針 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、利用者の介護

予防に資するよう、目標を設定し、計画的に行っているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、提供す

る指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行う

とともに、主治の医師又は歯科医師と連携を図り、常にそ

の改善を図っているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

が可能な限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的として指定介護予

防特定施設入居者生活介護の提供を行っているか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

が有する能力を最大限活用することが可能となるような方

法による指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に努

めているか。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定介

護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、利用

者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、

利用者の主体的な事業への参加を働きかけるよう努めてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

・予防条例附則第4項 

 

 

 

・予防条例第218条第1項 

 

・予防条例第218条第2項 

 

 

 

・予防条例第218条第3項 

 

 

 

・予防条例第218条第4項 

 

 

 

・予防条例第218条第5項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 

 

・アセスメント表 
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(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針に

ついて、以下に特に留意し行っているか。 

① 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって

は、一人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態になら

ないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることを目的として行われるものであることに留意しつ

つ行っているか。 

② 介護予防の十分な効果を高める観点からは、利用者の

主体的な取組が不可欠であることから、サービスの提供

に当たっては、利用者の意欲が高まるようコミュニケー

ションの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な働

きかけを行うよう努めているか。 

③ サービスの提供に当たって、利用者ができないことを

単に補う形でのサービス提供は、かえって利用者の生活

機能の低下を引き起こし、サービスへの依存を生み出し

ている場合があるとの指摘を踏まえ、｢利用者の自立の可

能性を最大限引き出す支援を行う｣ことを基本として、利

用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提

供をしないよう配慮しているか。 

④ 提供された介護予防サービスについては、介護予防特

定施設サービス計画に定める目標達成の度合いや利用者

及びその家族の満足度等について常に評価を行うなど、

その改善を図っているか。 

 

２ 具体的取扱方針 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的な取扱い

は、予防条例第202条に規定する基本方針及び予防条例第

218条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によっているか。 

・施行要領第4の3の8(1) 

 

・施行要領第4の3の8(1)① 

 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (1)② 

 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (1)③ 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (1)④ 

 

 

 

 

 

・予防条例第219条第1項 
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① 主治の医師又は歯科医師からの情報の伝達等の方法に

より、利用者の心身の状況、有する能力、置かれている

環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明ら

かにし、当該利用者が自立した生活を営むことができる

よう、当該利用者を支援する上で解決すべき課題を把握

しているか。 

② 計画作成担当者は、利用者の希望及び利用者について

把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護予防特

定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施設入居者

生活介護の目標及びその達成時期、当該目標を達成する

ための指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的な

内容、提供する上での留意点、提供を行う期間等を記載

した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成してい

るか。 

③ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の

作成に当たっては、当該介護予防特定施設サービス計画

の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明

し、文書により当該利用者の同意を得ているか。 

④ 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画を

作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計画を

利用者に交付しているか。 

⑤ 介護予防特定施設サービス計画に基づき、利用者が日

常生活を営むのに必要な支援を行うとともに、利用者又

はその家族に対し、指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供方法等について、説明を行っているか。 

⑥ 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者との

連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設サー

ビス計画に基づく指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供を開始した時から、当該介護予防特定施設サービ

・予防条例第219条第1項第1

号 

 

 

 

 

・予防条例第219条第1項第2

号 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第219条第1項第3

号 

 

 

・予防条例第219条第1項第4

号 

 

・予防条例第219条第1項第5

号 

 

 

・予防条例第219条第1項第6

号 

 

 

・アセスメント表 

 

 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 

・サービス担当者会議録 

 

 

 

 

 

 

・同意が確認できる書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・モニタリングの記録 
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ス計画に記載した指定介護予防特定施設入居者生活介護

の提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも１回、

当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握

(以下「モニタリング」という。)を行うとともに、利用

者についての解決すべき課題の把握を行っているか。 

⑦ 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、必

要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を行っ

ているか。 

⑧ 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画を変更し

た場合、①から⑥までについて同様に行っているか。 

(2) 具体的取扱方針について、以下に特に留意し行っている

か。 

① 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の

作成に当たっては、主治医又は主治の歯科医師からの情

報伝達等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分

析し、介護予防特定施設入居者生活介護の提供によって

解決すべき問題点を明らかにし(アセスメント)、これに

基づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサー

ビスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかにしてい

るか。 

② 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画の

目標や内容等について、利用者又はその家族に、理解し

やすい方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行っているか。 

また、介護予防特定施設サービス計画を作成した際に

は、遅滞なく利用者に交付しなければならず、当該介護

予防特定施設サービス計画は、当該利用者の退去の日か

ら2年間保存しているか。 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第219条第1項第7

号 

 

・予防条例第219条第2項 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (2)① 

 

 

 

 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (2)② 

 

 

 

・予防条例第216条第2項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 
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３ 介護 

(1) 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支

援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって

行っているか。 

なお、介護サービス等の実施に当たっては、利用者の人

格を十分に配慮して実施しているか。 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら入

浴が困難な利用者について、１週間に２回以上、入浴させ、

又は清しきを実施しているか。 

入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心

身の状況や自立支援を踏まえ適切な方法により実施してい

るか。 

健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清し

きを実施するなど利用者の清潔保持に努めているか。 

(3) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の心身の状況に応じ、排せつの自立について必要な援助を

行っているか。 

排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せ

つ状況などを基に自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せ

つ介助等について適切な方法により実施しているか。 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

に対し、食事、離床、着替え、整容その他日常生活上の世

話を適切に行っているか。 

入居者の心身の状況や要望に応じて、１日の生活の流れ

に沿って、食事、離床、着替え、整容などの日常生活上の

世話を適切に行っているか。 

 

４ 健康管理 

看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意し、健康保

 

・予防条例第220条第1項 

 

 

・施行要領第4の3の8 (3)① 

 

・予防条例第220条第2項 

 

 

・施行要領第4の3の8 (3)② 

 

 

 

 

・予防条例第220条第3項 

 

 

・施行要領第4の3の8 (3)③ 

 

 

・予防条例第220条第4項 

 

 

・施行要領第4の3の8 (3)④ 

 

 

 

 

・予防条例第221条 

 

 

 

 

 

 

・入浴介護記録 

 

 

・利用者に関する記録 

 

 

 

 

・排せつ記録 

 

 

 

 

 

・利用者に関する記録 

 

 

 

 

 

 

 

・健康診断記録 
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持のための必要な措置を講じているか。 

 

 

５ 相談及び援助 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利

用者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努

め、利用者又はその家族に対し、相談に適切に応じるとと

もに、利用者の社会生活に必要な支援を行っているか。 

  ① 入居者自らの趣味又は嗜好に応じた生きがい活動 

② 各種の公共サービス及び必要とする行政機関に対する

手続き等に関する情報提供又は相談 

 

６ 利用者の家族との連携等 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に利

用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族と

の交流等の機会の確保に努めているか。 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に

定期的に報告する等常に利用者の家族の連携を図るととも

に、当該事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等によ

って利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう

努めているか。 

 

７ 機能訓練 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者

の心身に状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上

で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

・予防条例第222条 

 

 

 

・施行要領第4の3の8 (4) 

 

 

 

 

・予防条例第223条 

 

 

・施行要領第4の3の8 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

・予防条例第224条準用(第

147条) 

 

 

 

・看護日誌 

・看護記録 

 

 

・相談に関する記録 

・利用者に関する記録 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者に関する記録 

・面会に関する記録 

・行事等の記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防特定施設サービス計画書 

・利用者に関する記録 
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第６ 変更届に関するこ

と 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 介護給付費の算定

及び取扱い 

１ 変更の届出等 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指

定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定

める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護

予防特定施設入居者生活介護事業を再開したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を知

事に届け出ているか。 

① 事業所の名称及び所在地 

② 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代

表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

③ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

④ 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要 

⑤ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

⑥ 運営規程 

⑦ 協力（歯科）医療機関の名称及び診療科名並びに当該

協力医療機関との契約の内容 

⑧ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該指

定介護予防特定施設入居者生活介護事業を廃止し、又は休

止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、その廃止又は休止の日の１月前までに、その旨を知事

に届け出ているか。 

 

 

１ 基本的事項 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業に要する費用

の額は、平成 18 年厚生労働省告示第 127 号の別表「指定

介護予防サービス介護給付費単位数表」により算定されて

いるか。 

 

・法第115条の5第1項 

・施行規則第140条の22第1項

10号、第3項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・法第115条の5第2項 

・施行規則第140条の22第4項 

 

 

 

 

 

 

・法第53条第2項 

・平18厚労告127の一 

 

 

 

・届出書類控 

・定款 

・寄付行為等及びその登記簿の謄本又

は条例等 

・事業所の平面図 

・運営規程 

・職員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・介護予防サービス介護給付費請求書 

・介護予防サービス介護給付費明細書 

・サービス提供証明書（代用可） 

・「介護予防特定施設入居者生活介護



特定施設(介護予防)－52 
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ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所毎に指定単位

数より低い単位数を設定する旨を、都に事前に届出を行っ

た場合は、この限りではない。 
(2) 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業に要する費

用の額は、「厚生労働大臣が定める１単位の単価」に、別

表に定める単位数を乗じて算定されているか。 

(3) 「厚生労働大臣が定める１単位の単価」に単位数を乗じ

て得た額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は

切り捨てて計算しているか。 

 

２ 介護予防特定施設入居者生活介護費 

指定介護予防特定施設において、指定介護予防特定施設

入居者生活介護を行った場合に、利用者の要支援状態区分

に応じて、それぞれ所定単位数を算定しているか。 

ただし、看護職員又は介護職員の員数が平成12年厚生省

告示第27号の19(職員数が基準を満たさない場合)に該当す

る場合は、同告示により算定しているか。 

 

３ 身体拘束廃止未実施減算 

  別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、身

体拘束廃止未実施減算として、所定単位数の100分の10に相

当する単位数を所定単位数から減算しているか。 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

指定介護予防サービス等基準第239条第2項及び第3項に規

定する基準に適合していること。 

指定介護予防サービス等基準第239条 

 第2項 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 

・平12老企39 

 

 

 

・平18厚労告127の二 

 

 

・平18厚労告127の三 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8注1 

 

 

・平12厚告27の19 

 

 

 

 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の9(3) 

・平18厚労告127別表の8注2 

・平27厚労告95第119の4 

 

 

 

 

サービスコード表」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・身体的拘束等の記録 

・身体的拘束適性化検討委員会などの

記録 

・職員等に周知したことが確認できる

記録 

・身体的拘束等の適正化のための指針 

・研修実施記録 
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事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

 第3項 身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

⑴身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を

３か月に１回以上開催するとともに、その結果について、

介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

⑵身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

⑶介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化

のための研修を定期的に実施すること。 

 
４ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高 
齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分 
の１に相当する単位数を所定単位数から減算しているか。 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

指定介護予防サービス基準第245条において準用する指定

介護予防サービス等基準第53条の10の2に規定する基準に適

合していること。 

 

指定介護予防サービス等基準第53条の10の2の読み替え 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、虐待の発

生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講

じなければならない。 

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定

期的に開催するとともに、その結果について、介護職員

その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚告127別表の8注3 

・平27厚労告95第119の4の2 
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事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

二 虐待の防止のための指針を整備すること。 

三 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための

研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を

置くこと。 

 

５ 業務継続計画未策定減算 

別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業

務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の３に相

当する単位数を所定単位数から減算しているか。 
 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

指定介護予防サービス等基準第245条において準用する指

定介護予防サービス等基準第53条の2の2第1項に規定する基

準に適合していること。 

 

指定介護予防サービス等基準第53条の2の2第1項の読み

替え  

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症や

非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防

特定施設入居者生活介護の提供を継続的に行い、及び非常

時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い

必要な措置を講じなければならない。 

 

６ 生活機能向上連携加算 

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして知

事に届け出た指定介護予防特定施設において、外部との連

携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚告127別表の8注4 

・平27厚労告95第119の4の3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の9(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個別機能訓練計画書等 

・職員勤務表 

・実施記録 
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別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区

分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該

個別機能訓練計画を見直した場合を除き３月に１回を限度

として、１月につき、(2)については１月につき、次に掲げ

る単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲

げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しない。また、個別機能訓練加

算を算定している場合、(1)は算定せず、(2)は１月につき

100単位を所定単位数に加算する。 

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位 

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 

 次のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予

防通所リハビリーション事業所又はリハビリテーションを

実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士又は医師（以下この号において「理学療法士等」

という。）の助言に基づき、当該指定介護予防特定施設（指

定介護予防サービス等基準第230条第1項に規定する指定介

護予防特定施設をいう。以下同じ。）の機能訓練指導員等

が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計

画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機

能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練

指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に

提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月

準用7(6) 

・平18厚労告127別表の8注5 

・平27厚労告95第119の5 
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ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓

練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要

に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

 次のいずれにも適合すること。  

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予

防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーション

を実施している医療提供施設の理学療法士等が、当該指定

介護予防特定施設を訪問し、当該施設の機能訓練指導員等

が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計

画の作成を行っていること。 

⑵ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機

能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練

指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に

提供していること。 

⑶ ⑴の評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を3月

ごとに1回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能訓

練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要

に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

  

７  個別機能訓練加算 

専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

等（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔

道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師

（はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業

所で６月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限

る））を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を超

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8注6 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の9(5) 
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える指定介護予防特定施設にあっては、専ら機能訓練指導

員の職務に従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置

し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員と

して常勤換算方法で利用者の数を100で除した数以上配置

しているもの）として知事に届け出た指定介護予防特定施

設において、利用者に対して、機能訓練指導員、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用

者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、

計画的に機能訓練を行っている場合には、個別機能訓練加

算(Ⅰ)として、１日につき12単位を所定単位数に加算して

いるか。また、個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している場合

であって、かつ、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生

労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報そ

の他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用した場合は、個別機能訓練加算(Ⅱ)として、１月につ

き20単位を所定単位数に加算しているか。 

 

８ 若年性認知症入居者受入加算 

 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て知事に届け出た指定介護予防特定施設において、若年性

認知症入居者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する

初老期における認知症によって要介護者となった入居者を

いう。）に対して指定介護予防特定施設入居者生活介護を

行った場合は、若年性認知症入居者受入加算として、１日

につき120単位を所定単位数に加算しているか。 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定め

ていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8注7 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の9(6)

準用7(11) 

・平27厚労告95第42の4準用

第18 
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９ 協力医療機関連携加算 

指定介護予防特定施設において、協力医療機関（指定介 

護予防サービス基準第 242 条第１項に規定する協力医療機

関をいう。）との間で、利用者の同意を得て、当該利用者の

病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合

は、協力医療機関連携加算として、次に掲げる区分に応じ、

１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算している

か。 

⑴ 当該協力医療機関が、指定介護予防サービス基準第 

242 条第２項各号に掲げる要件を満たしている場合

100 単位  

⑵ ⑴以外の場合 40 単位 

 

※ 指定介護予防サービス基準第 242 条第２項 

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前

項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるよ

うに努めなければならない。 

一 利用者の病状が急変した場合等において医師又

は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保し

ていること。 

二 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者からの診療の求めがあった場合において診療を

行う体制を、常時確保していること。 

 

１０ 口腔・栄養スクリーニング加算 

  別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防

特定施設の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利

 

 

・平18厚労告127別表の8注8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8注9 

・平成18老計発第0317001号、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－59 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のス

クリーニングを行った場合に、口腔・栄養スクリーニング

加算として１回につき20単位を所定単位数に加算している

か。 

  ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に口

腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあって

は算定しない。 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態

について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関す

る情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそ

れのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）

を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供しているこ

と。 

ロ 利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態につい

て確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該

利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善

に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援

専門員に提供していること。 

ハ 通所介護費等算定方法第5号、第7号から第9号まで、第19

号、第21号及び第22号に規定する基準のいずれにも該当し

ないこと。 

厚生労働大臣が定める看護職員又は介護職員の員数を置い

ていること。 

 

１１ 科学的介護推進体制加算 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして知

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の9(9) 

・平27厚労告95第42の6 

・平12厚告27第19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8注10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－60 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し指定

介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、科学的

介護推進体制加算として、１月につき40単位を所定単位数

に加算しているか。 

 イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症

の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情

報を、厚生労働省に提出していること。 

 ロ 必要に応じて介護予防特定施設サービス計画（指定介

護予防サービス基準第247条第2号に規定する介護予防特

定施設サービス計画をいう。）を見直すなど、指定介護

予防特定施設入居者生活介護の提供に当たって、イに規

定する情報その他指定介護予防特定施設入居者生活介護

を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用して

いること。 

 

１２ 退居時情報提供加算  

利用者が退居し、医療機関に入院する場合において、当

該医療機関に対して、当該利用者の同意を得て、当該利用

者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した上で、当該利

用者の紹介を行った場合に、利用者１人につき１回に限り

250単位を所定単位数に算定しているか。 

 

１３ 認知症専門ケア加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て知事に届け出た指定介護予防特定施設が、日常生活に支

障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから

介護を必要とする認知症の者に対し、専門的な認知症ケア

を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につ

き次に掲げる所定単位数を加算しているか。 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の

9(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のハ

注 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のニ

注 

・平27厚労告95の3の5 

・平27厚労告94の87 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－61 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 

⑴ 認知症専門ケア加算（Ⅰ) ３単位 

⑵ 認知症専門ケア加算（Ⅱ) ４単位 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のう

ち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が

認められることから介護を必要とする認知症の者（以下

「対象者」という。）の占める割合が2分の１以上である

こと。 

⑵ 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事

業所又は施設における対象者の数が20人未満である場合

にあっては、１以上、当該対象者の数が20人以上である

場合にあっては、１に、当該対象者の数が19を超えて10

又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置

し、チームとして専門的な認知症ケアを実施しているこ

と。 

※「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介

護実践者等養成事業の実施について」（平成18年３月

31日老発第0331010号厚生労働省老健局長通知）及び

「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営につい

て」（平成18年３月31日老計第0331007号厚生労働省計

画課長通知）に規定する「認知症介護実践リーダー研

修」を指すものとする。 

⑶ 当該事業所又は施設の従業者に対する認知症ケアに関

する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的

第0317001号別紙1第2の

9(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－62 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

に開催していること。 

ロ 認知症専門ケア加算(Ⅱ)  

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イの基準のいずれにも適合すること。 

⑵ 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している

者を１名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケア

の指導等を実施していること。 

※「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認

知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認

知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に

規定する「認知症介護指導者研修」を指すものとする。 

⑶ 当該事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの

認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、

研修を実施又は実施を予定していること。 

 

１４  高齢者施設等感染対策向上加算  

    別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し

て指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる単位

数を所定単位数に加算しているか。 
 ⑴ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)  10単位  
⑵ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)   5単位 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

 イ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 感染症法第６条第17項に規定する第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のホ

注 

・平27厚労告119の6準用(42

の7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－63 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

体制を確保していること。  

(2) 協力医療機関等との間で感染症（新興感染症を除

く。）の発生時等の対応を取り決めるとともに、感染

症の発生時等に、協力医療機関等と連携し適切に対応

していること。  

(3) 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対

策向上加算に係る届出を行った医療機関等が行う院

内感染対策に関する研修又は訓練に１年に１回以上

参加していること。 

ロ 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 
感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、

３年に１回以上事業所内で感染者が発生した場合の対

応に係る実地指導を受けていること。 

 

１５ 新興感染症等施設療養費 

    指定介護予防特定施設が、利用者が別に厚生労働大臣が

定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整

等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した

利用者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定特定施

設入居者生活介護を行った場合に、１月に１回、連続する

５日を限度として１日につき240単位を所定単位数に算定

しているか。 

 

１６  生産性向上推進体制加算 （Ⅰ）・（Ⅱ） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て、知事に届け出た指定介護予防特定施設において、利用

者に対して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に

掲げる所定単位数を加算しているか。ただし 、次に掲げ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のへ

注 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のト

注 

・平27厚労告95の119号の7 

準用（37の3） 

 



特定施設(介護予防)－64 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

るいずれかの加算を算定している場合においては 、次に

掲げるその他の加算は算定しない。  

⑴ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位 

 ⑵ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ)  10単位 

 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

 イ 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

において、次に掲げる事項について必要な検討を行

い、及び当該事項の実施を定期的に確認しているこ

と。 

 (一) 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽

減に資する機器（以下「介護機器」という。）を活

用する場合における利用者の安全及びケアの質の

確保 

 (二) 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

 (三) 介護機器の定期的な点検 

 (四) 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽

減を図るための職員研修 

(2) (1)の取組及び介護機器の活用による業務の効率化

及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績が

あること。 

(3) 介護機器を複数種類活用していること。 

(4) (1)の委員会において、職員の業務分担の明確化等に

よる業務の効率化及び質の確保並びに負担軽減につ

いて必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取

組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－65 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

こと。 

(5) 事業年度ごとに(1)、(3)及び(4)の取組による業務の

効率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する

実績を厚生労働省に報告すること。 

ロ 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) イの(1)に適合していること。 

(2) 介護機器を活用していること。 

(3) 事業年度ごとに(2)及びイ(1)の取組による業務の効

率化及び質の確保並びに職員の負担軽減に関する実

績を厚生労働省に報告すること。 

 

１７ サービス提供体制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て知事に届け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、

指定介護予防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当

該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に掲げる所定単

位数を加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定していないか。 

⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 

⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 

⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 

※厚生労働大臣が定める基準 

イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、指定居宅サービス

等基準第174条第2項に規定する指定特定施設入居者生活介

護事業者が、指定介護予防サービス等基準第230条第2項に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のチ

注 

・平27厚労告95の120 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の

9(11)準用(2の(9)④から⑧

まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－66 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定特定施設入居者生活介護（指

定居宅サービス等基準第174条第1項に規定する指定特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業と指定介護

予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等基

準第230条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生

活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の施設におい

て一体的に運営されている場合における、介護職員の総数

の算定にあっては、指定特定施設入居者生活介護を提供す

る介護職員と指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供

する介護職員の合計数によるものとする。 

 ㈠指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福

祉士の占める割合が100分の70以上であること。 

 ㈡指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、勤続年

数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上で

あること。 

⑵ 提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の向

上に資する取組を実施していること。 

⑶ 通所介護費等算定方法第19号に規定する基準のいずれに

も該当しないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護福

祉士の占める割合が100の60以上であること。ただし、介

護職員の総数の算定にあっては、イ⑴ただし書の規定を

準用する。 

⑵ イ⑶に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－67 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

⑴ 次のいずれかに適合すること。ただし、介護職員、看護・

介護職員又は職員の総数の算定にあっては、イ⑴ただし書

の規定を準用する。 

 ㈠ 指定介護予防特定施設の介護職員の総数のうち、介護

福祉士の占める割合が100分の50以上であること。 

 ㈡ 指定介護予防特定施設の看護・介護職員の総数のうち、

常勤職員の占める割合が100分の75以上であること。 

 ㈢ 指定介護予防特定施設入居者生活介護を入居者に直接

提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占め

る割合が100分の30以上であること。 

⑵ イ⑶に該当するものであること。 

 

１８ 介護職員処遇改善加算（令和６年５月末まで） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

の賃金の改善等を実施しているものとして知事に届け出た

指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防特

定施設入居者生活介護を行った場合には、当該基準に掲げ

る区分に従い、令和6年5月31日までの間、次に掲げる単位

数を所定単位数に加算しているか。 

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合

においては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。 

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

算定した単位数の1000分の82に相当する単位数 

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 

算定した単位数の1000分の60に相当する単位数 

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

算定した単位数の1000分の33に相当する単位数 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のリ

注 

・平27厚労告95の121準用(同

第4号) 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の

9(13)準用(第2の2(10)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－68 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除く。）の改善（以下「賃

金改善」という。）に要する費用の見込額（賃金改善に

伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことがで

きる。以下同じ。）が介護職員処遇改善加算の算定見込

額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に

基づき適切な措置を講じていること。 

⑵ 指定介護予防特定施設において、⑴の賃金改善に関する

計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介

護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善

計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、知事に届け

出ていること。 

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を

実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続

が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の

賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直す

ことはやむを得ないが、その内容について知事に届け出

ること。 

⑷ 当該指定介護予防特定施設において、事業年度ごとに介

護職員の処遇改善に関する実績を知事に報告すること。 

⑸算定日が属する月の前12月間において、労働基準法（昭

和22年法律第49号）、労働者災害補償保険法（昭和22年

法律第50号）、最低賃金法（昭和34年法律第137号）、労

働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、雇用保険法（昭

和49年法律第116号）その他の労働に関する法令に違反

し、罰金以上の刑に処せられていないこと。 

⑹当該指定介護予防特定施設において、労働保険料（労働

保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84

号）第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－69 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

の納付が適正に行われていること。 

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の

要件（介護職員の賃金に関するものを含む）を定めて

いること。 

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職

員に周知していること。 

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、

当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保してい

ること。 

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。 

㈤ 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕

組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組

みを設けていること。 

㈥ ㈤の要件について書面をもって作成し、全ての介護職

員に周知していること。 

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処

遇改善の内容（賃金改善に関するものを除く）及び当該

介護職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員

に周知していること。 

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 

イ⑴から⑹まで、⑺㈠から㈣まで及び⑻に掲げる基準のい

ずれにも適合すること。 

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ イ⑴から⑹及び⑻までに掲げる基準に適合すること。 

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－70 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

の要件（介護職員の賃金に関するものを含む）を定

めていること。 

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護

職員に周知していること。 

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。 

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定

し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確

保していること。 

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。 

 

１９ 介護職員等特定処遇改善加算（令和６年５月末まで） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予

防特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算してい

るか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  

算定した単位数の1000分の18に相当する単位数 

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)  

算定した単位数の1000分の12に相当する単位数 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

イ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

⑴ 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基

準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込

額が介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金

改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のヌ

注 

・平27厚労告95の121の2準用

（第6号の2） 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の

9(14)準用(第2の2(11)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－71 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

講じていること。 

㈠経験・技能のある介護職員のうち一人は、賃金改善に要す

る費用の見込額が月額八万円以上又は賃金改善後の賃金の見

込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、介護職員

等特定処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の

理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでな

いこと。 

㈡介護予防特定施設入居者生活介護事業所における経験・技

能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均

が、介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金

改善に要する費用の見込額の平均を上回っていること。 

㈢介護職員（経験・技能のある介護職員を除く。）の賃金改

善に要する費用の見込額の平均が、介護職員以外の職員の賃

金改善に要する費用の見込額の平均の二倍以上であること。

ただし、介護職員以外の職員の平均賃金額が介護職員（経験・

技能のある介護職員を除く。）の平均賃金額を上回らない場

合はその限りでないこと。 

㈣介護職員以外の職員の賃金改善後の賃金の見込額が年額四

百四十万円を上回らないこと。 

⑵介護予防特定施設入居者生活介護事業所において、賃金改

善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その

他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職

員等特定処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都

道府県知事に届け出ていること。 

⑶ 介護職員等特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改

善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続

が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職

員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直す

ことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特定施設(介護予防)－72 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

け出ること。 

⑷ 当該介護予防特定施設入居者生活介護事業所において、事

業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都

道府県知事に報告すること。 

⑸介護予防特定施設生活介護費におけるサービス提供体制強

化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)のいずれかを届け出ていること。 

⑹ 介護予防特定施設生活介護費における介護職員処遇改善

加算から(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること。 

⑺ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善

の内容（賃金改善に関するものを除く。以下この号において

同じ。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全

ての職員に周知していること。 

⑻ ⑺の処遇改善の内容等について、インターネットの利用そ

の他の適切な方法により公表していること。 

ロ 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) イ⑴から⑷まで及び

⑹から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

２０ 介護職員等ベースアップ等支援加算（令和６年５月末ま

で） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届

け出た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予

防特定施設入居者生活介護を行った場合は、算定した単位数

の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算している

か。 

※別に厚生労働大臣が定める基準 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1) 介護職員その他の職員の賃金改善について、賃金改善に

要する費用の見込額が介護職員等ベースアップ等支援加算の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のル

注 

・平27厚労告95の121の3準用

（第4号の3） 

・平成18老計発第0317001号、

老振発第0317001号、老老発

第0317001号別紙1第2の

9(15)準用(第2の2(12)) 

 

 

 



特定施設(介護予防)－73 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

算定見込額を上回り、かつ、介護職員及びその他の職員のそ

れぞれについて賃金改善に要する費用の見込額の3分の2以上

を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てる賃金改善

に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じ

ていること。 

(2) 当該指定介護予防特定施設において、賃金改善に関する

計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事

業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等ベース

アップ等支援計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府

県知事に届け出ていること。 

(3) 介護職員等ベースアップ等支援加算の算定額に相当する

賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業

の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業

所の職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見

直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事

に届け出ること。 

(4) 当該指定介護予防特定施設において、事業年度ごとに当

該事業所の職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報

告すること。 

(5) 介護予防特定施設入居者生活介護費における介護職員処

遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定しているこ

と。 

(6) (2)の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改

善に要する費用の見込額を全ての職員に周知していること。 

 

２１ 介護職員等処遇改善加算（令和６年６月施行） 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員

等の賃金の改善等を実施しているものとして知事に届け出

た指定介護予防特定施設が、利用者に対し、指定介護予防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のリ

注１ 

 



特定施設(介護予防)－74 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

特定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算して

いるか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)  

算定した単位数の1000分の128に相当する単位数  

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)  

算定した単位数の1000分の122に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

算定した単位数の1000分の110に相当する単位数  

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)  

算定した単位数の1000分の88に相当する単位数 

２ 令和７年３月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める

基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施してい

るものとして知事に届け出た指定特定施設（１の加算を

算定しているものを除く。）が、利用者に対し、指定特

定施設入居者生活介護を行った場合は、当該基準に掲げ

る区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算す

る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している

場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 

 ⑴ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑴  

算定した単位数の1000分の113に相当する単位数 

⑵ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑵  

算定した単位数の1000分の106に相当する単位数 

⑶ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑶  

算定した単位数の1000分の107に相当する単位数 

⑷ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑷  

算定した単位数の1000分の100に相当する単位数 

⑸ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平18厚労告127別表の8のリ

注2 

 



特定施設(介護予防)－75 

事 項 基本的な考え方及び観点 根拠法令 確認書類等 

算定した単位数の1000分の91に相当する単位数 

  ⑹ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑹  

算定した単位数の1000分の85に相当する単位数 

 ⑺ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑺  

算定した単位数の1000分の79に相当する単位数 

 ⑻ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑻  

算定した単位数の1000分の95に相当する単位数 

 ⑼ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑼  

算定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑽ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑽  

算定した単位数の1000分の64に相当する単位数 

 ⑾ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑾  

算定した単位数の1000分の73に相当する単位数 

⑿ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⑿  

算定した単位数の1000分の58に相当する単位数  

⒀ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒀  

算定した単位数の1000分の61に相当する単位数 

⒁ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)⒁  

算定した単位数の1000分の46に相当する単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


